
 

 

独立行政法人国立高等専門学校機構における会計監査人候補者の選定に係る公募について 

 

令 和 ６ 年 ７ 月 ５ 日 

独立行政法人国立高等専門学校機構 

 

 独立行政法人における会計監査人は、独立行政法人通則法第４０条により、文部科学大

臣が選任することとされています。選任にあたっては、法人が会計監査人の候補者を選定

し、候補者名簿を文部科学大臣に提出することとなっております。 

 つきましては、本機構における会計監査人候補者の選定について、下記のとおり実施い

たします。 

 

記 

 

１ 会計監査人の資格 

・独立行政法人通則法第４１条第１項に規定する資格を有する監査法人又は公認会計士 

・独立行政法人通則法第４１条第３項における欠格事由のないこと。 

２ 選定及び契約について 

（１）選定方法  

提案書等をご提出いただき、本機構策定の「会計監査人選定基準」で必須項目とし 

た最低限の要求要件を全て満たしている提案者の中から選定を行います。 

また、書面審査の上位者によるプレゼンテーションを実施し、「会計監査人選定基 

準」に基づいた審査を行います。 

（２）任期 

令和６年度から令和１０年度までの５事業年度に係る候補者の選定となります。た 

  だし、毎年度文部科学大臣の選任を受けることから、契約は単年度契約となります。 

令和７年度以降については、毎年度、候補者より前年度監査業務の実績報告書及び 

次年度の提案書をご提出いただき、本機構においてその内容を評価・検証したうえで、 

適切であると認められた場合に限り、引き続き文部科学大臣の選任を求めることとい 

たします。 

なお、選定された者が行政処分を受けた場合や、社会情勢の変化等により適切な監 

査業務を遂行することが困難であると認められる場合には、選定の見直しの対象とな 

ります。 

 （３）見積費用 

監査報酬見積費用については、令和６年度から令和１０年度までの５年間の平均額 

  をもって評価いたします。ただし、毎年度の契約に当たっては、当該年度の見積費用 

  を参考といたします。 

なお、令和７年度以降において、本機構からの要請により、監査計画を大幅に変更 

するなど監査費用に多大な影響を及ぼす事情が生じた場合に限り、当該年度の提案書 

に詳細な理由を付して、見積費用を変更することができるものとします。 



                                                

 

 

 

３ 提出書類等について 

（１）提出書類 

①提案書（別紙１のとおり） 

  ②概要が記載されたパンフレット等 

③監査報酬見積書（別紙２のとおり） 

  ④監査報酬に関する単価見積書（別紙３のとおり） 

  ⑤往査計画書（別紙４のとおり） 

 （２）提出部数 

   提出部数は７部としますが、正本は１部とし、残り６部は複写で可とします。 

 （３）提出期限 

令和６年８月２日（金）１５時 

 

４ その他 

（１）プレゼンテーション令和６年８月３０日（金）に実施予定です。詳細は、別途ご 

  連絡します。 

 （２）質問の受付 

   質問がある場合は、メールにてご連絡ください。 

 なお、質問及び回答内容は、質問者を匿名化した上で全提案者へ開示します。 

 

 

 

 

 

【提案書提出先 及び 連絡先】 

独立行政法人国立高等専門学校機構 

本部事務局 財務課財務企画係 （担当 工藤） 

〒193-0834 東京都八王子市東浅川町７０１－２ 

電話：042-662-3135 FAX：042-662-3138 

E-mail  zaimu@kosen-k.go.jp 


